
 【令和６年度の随意契約結果】

（資料１）　地方自治法施行令第１６７条の２第１項各号別の内訳 （単位：百万円）

   　　　　　　　　　　種　　別

件数 構成比 金額 構成比 件数 構成比 金額 構成比 件数 構成比 金額 構成比 件数 構成比 金額 構成比

１号 78 75.0% 78 4.9% 495 82.6% 406 43.5% 716 28.3% 277 1.2% 1,289 39.9% 761 3.0%

２号 5 4.8% 879 54.6% 95 15.9% 455 48.7% 1,747 69.2% 20,934 91.4% 1,847 57.2% 22,268 87.5%

３号 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 0.2% 13 0.1% 6 0.2% 13 0.0%

４号 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

５号 15 14.4% 308 19.1% 7 1.2% 35 3.8% 9 0.4% 41 0.2% 31 1.0% 385 1.5%

６号 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 26 1.0% 28 0.1% 26 0.8% 28 0.1%

７号 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

８号 6 5.8% 345 21.4% 2 0.3% 38 4.0% 22 0.9% 1,600 7.0% 30 0.9% 1,983 7.8%

９号 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

104 100.0% 1,611 100.0% 599 100.0% 934 100.0% 2,526 100.0% 22,892 100.0% 3,229 100.0% 25,437 100.0%

3.2% 6.3% 18.6% 3.7% 78.2% 90.0% 100.0% 100.0%

※当初契約金額が物品は５０万円以上、委託は１０万円以上のものを集計 ※表中、百万円未満を四捨五入しているため、合計が内訳を集計した数値と合わない場合があります。

※委託には工事施行委託も含む。

★１号の規則で定める額とは、滋賀県財務規則第２１９条の規定により、物品の場合：３００万円、委託の場合：２００万円、工事の場合：４００万円である。（令和６年度は、物品の場合：１６０万円、委託の場合：１００万円、工事の場合：２５０万円）

（資料２）　上記のうち第２号によるものの類型別内訳 （単位：百万円）

   　　　　　　　　　　　種　　別

件数 構成比 金額 構成比 件数 構成比 金額 構成比 件数 構成比 金額 構成比 件数 構成比 金額 構成比

① 0 0.0% 0 0.0% 2 2.1% 1 0.3% 53 3.0% 1,155 5.5% 55 3.0% 1,156 5.2%

② 2 40.0% 393 44.7% 0 0.0% 0 0.0% 176 10.1% 2,236 10.7% 178 9.6% 2,629 11.8%

③ア 0 0.0% 0 0.0% 4 4.2% 8 1.7% 51 2.9% 707 3.4% 55 3.0% 715 3.2%

③イ 3 60.0% 486 55.3% 87 91.6% 441 97.0% 895 51.2% 12,775 61.0% 985 53.3% 13,702 61.5%

④ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 270 15.5% 2,863 13.7% 270 14.6% 2,863 12.9%

⑤ 0 0.0% 0 0.0% 2 2.1% 5 1.0% 1 0.1% 7 0.0% 3 0.2% 12 0.1%

⑥ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 301 17.2% 1,190 5.7% 301 16.3% 1,190 5.3%

5 100.0% 879 100.0% 95 100.0% 455 100.0% 1,747 100.0% 20,934 100.0% 1,847 100.0% 22,268 100.0%

0.3% 3.9% 5.1% 2.0% 94.6% 94.0% 100.0% 100.0%全体に占める割合（％）

委　託 計

　　２号の類型

法令等の規定により相手方特定

国、地方公共団体を相手方

特定の土地・施設等を所有または管理

物　品

特殊な技術や技能、資格、権利、実績、
経験、設備機器等を要する
プロポーザル等による企画・提案方式によ
り選定された相手方
県の行為や契約先など契約の内容を秘
密にする必要

県統一価格により契約する場合

合　　　　　　計

競争入札に付し入札者がないとき、又は
再度の入札に付し落札者がないとき

落札者が契約を締結しないとき

合　　　　　　　計

全体に占める割合（％）

工　事

委　　　　　託 計

　施行令の適用条項

規則で定める額を超えないもの　　　　★

性質または目的が競争入札に適しない

時価に比して著しく有利な価格で契約締
結が見込める

工　　　　　事 物　　　　　品

障害者支援施設等で製作された物品の買い
入れ、シルバー人材センター等から役務の提供

知事の認定を受けた者の新商品の買い
入れ

緊急の必要により競争入札に付することが
できない

競争入札に付することが不利と認められる



※当初契約金額が物品は５０万円以上、委託は１０万円以上のものを集計 ※表中、百万円未満を四捨五入しているため、合計が内訳を集計した数値と合わない場合があります。


